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幼保連携型認定こども園への移行について 

 

 

 

【幼児園の現状・課題】 

 定員数 Ａ 入園者数 Ｂ 差引き（Ｂ－Ａ） 

幼稚園 保育所 幼稚園 保育所 幼稚園 保育所 

第１幼児園 ６０ １１０ ２３ １１２ ▲３７ ２ 

第２幼児園 ６０ １２０ ２３ １３８ ▲３７ １８ 

第３幼児園 ６０ １２０ ３３ １２８ ▲２７ ８ 

 合  計 １８０ ３５０ ７９ ３７８ ▲１０１ ２８ 

※入園者数については、28年 5月 1日現在数 

 

＜今後の幼稚園児数の見通し＞ 

平成 18年度   1,526人      平成 28年度見込み   931人 

平成 22年度   1,185人      平成 31年度見込み   863人 

 

◆３園とも幼稚園の入園者数が定員数を大きく下回っており、施設の有効活用

が図られていない。 

◆幼稚園児数は、平成 18年度と比較すると平成 31年度で、▲４３．４％程度 

◆保育所については、園によって差があるが、全体として定員を上回る入園者

数となっている。 

◆子ども・子育て支援新制度により、保育の必要性を判断していた一月あたり

の就労時間数が緩和されたことにより、保育ニーズが高まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存施設を活用し、現状のニーズに対応するため幼保連携

型認定こども園へ移行。 



 

【認定こども園の定数等】 

 区   分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

Ａ 幼稚園 ― ― ― ― ７５ １０５ １８０ 

保育所 ２４ ４８ ６２ ６４ ７０ ８２ ３５０ 

Ｂ 1号定員 ― ― ― ３３ ６０ ７３ １６６ 

2・3号定員 ３７ ５９ ６９ ７５ ８２ ８７ ４０９ 

差引増減 

（Ｂ－Ａ） 

― ― ― ３３ ▲１５ ▲３２ ▲１４ 

１３ １１ ７ １１ １２ ５ ５９ 

 

今回、幼保連携型認定こども園に移行するに際して、教育・保育の質を高め

るため、１号定員（幼稚園部分）において、３歳児からの入園を受けることと

し、その定員総数は、現状の 180名から 166名とする。 

一方、2 号・3 号定員（保育所部分）については、定員総数を 350 名から 409

名へと拡大を図る。 

 

 

【延長保育事業等】 

 幼保連携型認定こども園へ移行後についても、延長保育事業・一時預かり保

育事業については、継続実施する。また、現在実施していない 1 号認定（幼稚

園部分）での長期休暇中の一時預かり保育事業についても、実施していく。 

 

 

【今後のスケジュール】 

 ◆平成 28年 6月議会に交野市立幼保連携型認定こども園条例を上程 

 ◆３園の改修工事費についても平成 28年 6月議会に上程 

 ◆平成 28年 10月 ３園の募集要項配布 

 ◆平成 29年 4月  幼保連携型認定こども園へ移行 


